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救急救命九州研修所 宿泊棟照明ＬＥＤ化工事 仕様書 

 

１ 工事概要 

（１）工事名称 

救急救命九州研修所 宿泊棟照明ＬＥＤ化工事 

（２）工事実施場所 

福岡県北九州市八幡西区大浦３丁目８番１号  

一般財団法人救急振興財団 救急救命九州研修所 

（３）工期 

契約日から令和 2年 2月 29日まで 

   なお、詳細については後日救急救命九州研修所担当者と調整するものとする。 

（４）建物概要 

      鉄筋コンクリート造（一部鉄筋コンクリート造・鉄骨造） 

   地上 6階（一部）・塔屋 1階 

   延床面積 11,130㎡ 

（５）工事種別 

設備機器更新工事 

（６）共通仕様書 

仕様書に記載されていない事項は全て「国土交通大臣官房官庁営繕部監修公共建築

改修工事標準仕様書（建築・電気・機械工事編）平成 28年版」による。 

（７）工事内容 

① 研修所内指定箇所の蛍光灯及び白熱灯ＬＥＤ化工事 

② 調整及び試験 

③ 工事発生品の撤去及び廃棄 

④ その他（上記①～③の実施に伴い必要となる作業） 

工事は極力、現在の照明器具を流用できるものとすること。 

（８）更新エリア（別添「エリア図」を参照。） 

なお、別添の竣工図（機器表、配線・器具系統図）を参考とすること。 

①  厚生系統 

   ・厚生棟２階 宿泊施設エリア 

光庭、バルコニー、食事室、和室、洋間、談話室 A、洗面所、厨房 

リネン庫、納戸、玄関、廊下、便所、通路、入口、脱衣室、浴室 
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湯沸室、談話室 B 、講師宿泊室（ベース照明除く）、女子宿泊室 

   ・厚生棟３階 倉庫、廊下、ゴミ置場、洗濯室、便所、湯沸室、談話室、和室 

          リネン室、ＥＬＶロビー、ＥＰＳ、ＰＳ、宿泊室 

   ・厚生棟４階 倉庫、廊下、ゴミ置場、洗濯室、便所、湯沸室、談話室、和室 

          リネン室、ＥＬＶロビー、ＥＰＳ、ＰＳ、宿泊室 

   ・厚生棟５階 倉庫、廊下、ゴミ置場、洗濯室、便所、湯沸室、談話室、和室 

          リネン室、ＥＬＶロビー、ＥＰＳ、ＰＳ、宿泊室 

   ・厚生棟６階 倉庫、廊下、ゴミ置場、洗濯室、便所、湯沸室、談話室、和室 

          リネン室、ＥＬＶロビー、ＥＰＳ、ＰＳ、宿泊室 

   ・厚生棟Ｒ階 機械置場、ＥＬＶ機械室 

②  外構系統 

   ・外構    駐輪場、植込、車路（植込みを伐採せずに工事できる６基を実施） 

③ 【参考】現状のランプ本数（本）及び器具台数（台） 

 A)ＦＬＲ４０Ｗ直管蛍光灯                           20本  

 B)ＦＬ２０Ｗ直管蛍光灯                            94本 

 C)ＦＰＬ３６片口金蛍光灯                            70本 

 D)ＦＤＬ２７Ｗコンパクト蛍光灯（廊下埋込灯）                 24本 

 E)ＦＤＬ２７Ｗ・ＦＤＬ１８Ｗコンパクト蛍光灯ダウンライト（白色）   4台 

 F)ＦＤＬ２７Ｗ・ＦＤＬ１８Ｗコンパクト蛍光灯ダウンライト（電球色） 54台 

 G)ＩＬ６０Ｗ白熱灯（Ｅ26、白色）                  10本 

 H)ＩＬ６０Ｗ白熱灯（Ｅ17、白色）                  205本 

 I)ＩＬ６０Ｗ白熱灯（Ｅ17、電球色）                 140本 

 J)ＦＬ２０Ｗ３灯用シーリングライト                  205台 

   （講師宿泊室４部屋分のベース照明のシーリングライトは除く） 

 K)ＨＦ２５０Ｗ外灯                           6本 

   L)ＢＨＦ１００Ｗ外灯                                         1本 

M)ＨＦ４０Ｗ植込灯                         19本 

N)ＦＬ１５Ｗ流し元灯                         6本 

O)電源別置型非常灯組込形蛍光灯器具                  1台 

P)ＦＤＬ１８Ｗブラケット（ＷＰ）                   2台 

Q)ＦＤＬ２７Ｗブラケット（ＷＰ）                   5台 

R)屋外フットライト（８台中前面ガラスが割れている２台を補修する）   2台 
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 （９） 製品仕様 

    上記において 

本数を記入したものは、器具はそのままでＬＥＤランプが使用できるようにする。 

    台数を記入したものは、ＬＥＤ器具に交換する。 

A)直管４０Ｗ型（ＦＬＲ４０Ｗ相当） 

ランプ光束：２０００ルーメン以上 

定格消費電力：１０Ｗ以下 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ程度 

演色性：Ｒａ８０以上 

色温度：昼白色 

定格寿命：約４０，０００時間以上 

口金：Ｇ１３ 

B)直管２０Ｗ型（ＦＬ２０Ｗ相当） 

全光束：１０００ルーメン以上 

消費電力：５Ｗ以下 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ程度 

演色性：Ｒａ８０以上 

色温度：昼白色 

定格寿命：約４０，０００時間以上 

口金：Ｇ１３ 

C)片口金３６Ｗ型（ＦＰＬ３６相当） 

全光束：１０００ルーメン以上 

消費電力：１２Ｗ以下 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ程度 

演色性：Ｒａ８０以上 

色温度：昼白色 

定格寿命：４０，０００時間以上 

口金：ＧＹ１０ｑ 

D)コンパクト２７Ｗ型埋込廊下灯（ＦＤＬ２７相当） 

全光束：１０００ルーメン以上 

消費電力：１０Ｗ以下 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ程度 
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演色性：Ｒａ７０以上 

色温度：電球色 

定格寿命：４０，０００時間以上 

口金：ＧＸ１０ｑ 

E)コンパクト２７Ｗ及び１８Ｗ型ダウンライト（ＦＤＬ２７相当） 

全光束：１０００ルーメン以上 

消費電力：８Ｗ以下 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ程度 

演色性：Ｒａ８０以上 

色温度：昼白色 

定格寿命：４０，０００時間以上 

形状：一体型ＬＥＤダウンライト １５０Φ 

F)コンパクト２７Ｗ及び１８Ｗ型ダウンライト（ＦＤＬ２７相当） 

全光束：９００ルーメン以上 

消費電力：８Ｗ以下 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ程度 

演色性：Ｒａ８０以上 

色温度：電球色 

定格寿命：４０，０００時間以上 

形状：一体型ＬＥＤダウンライト １５０Φ 

G)白熱球６０Ｗ型（ＬＷ６０Ｗ相当） 

全光束：６００ルーメン以上 

消費電力：６Ｗ以下 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ程度 

演色性：Ｒａ８０以上 

色温度：昼白色 

照射角度：２２０° 

定格寿命：４０，０００時間以上 

調光：なし 

口金：Ｅ２６  

H)白熱球６０Ｗ型（ＬＤＳ６０Ｗ相当） 

全光束：５００ルーメン以上 
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消費電力：５Ｗ以下 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ程度 

演色性：Ｒａ８０以上 

色温度：昼白色 

照射角度：２３０° 

定格寿命：４０，０００時間以上 

調光：なし 

口金：Ｅ１７ 

I)白熱球６０Ｗ型（ＬＤＳ６０Ｗ相当） 

全光束：４５０ルーメン以上 

消費電力：５Ｗ以下 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ程度 

演色性：Ｒａ８０以上 

色温度：電球色 

照射角度：２３０° 

定格寿命：４０，０００時間以上 

調光：なし 

口金：Ｅ１７ 

J)ＦＬ２０Ｗ３灯用シーリングライト 

        器具交換（住宅用ＬＥＤシーリングライトに交換） 

全光束：４０００ルーメン以上 

消費電力：３８Ｗ以下 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ ６０Ｈｚ 

演色性：Ｒａ８０以上 

色温度：昼白色 

定格寿命：４０，０００時間以上 

調光：リモコンにて５段階調光、常夜灯機能付き 

取付方法：既設器具は吊ボルトで器具の取付金具を固定され、その金具に取付 

     されているため引掛シーリングは固定されていない状態なので、 

吊ボルトを外して引掛シーリングを天井に固定し直す必要がある 

K)ＨＦ２５０Ｗ外灯 

全光束：９１００ルーメン以上 
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消費電力：７０Ｗ以下 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ程度 

演色性：Ｒａ８０以上 

色温度：昼白色 

照射角度：３６０° 

定格寿命：４０，０００時間以上 

調光：なし 

口金：Ｅ３９ 

L)ＢＨＦ１００Ｗ外灯 

全光束：５２００ルーメン以上 

消費電力：４０Ｗ以下 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ－２４０Ｖ程度 

演色性：Ｒａ８０以上 

色温度：昼白色 

照射角度：３６０° 

定格寿命：４０，０００時間以上 

調光：なし 

口金：Ｅ３９ 

M)ＨＦ４０Ｗ植込灯 

全光束：９３０ルーメン程度 

消費電力：８Ｗ程度 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ 

演色性：Ｒａ８０以上 

色温度：昼白色 

定格寿命：４０，０００時間以上 

調光：なし 

口金：Ｅ２６ 

Ｔ形タイプで外径３９ｍｍ 

N)直管１５Ｗ型（ＦＬ１５Ｗ相当） 

全光束：７２０ルーメン以上 

消費電力：５.７Ｗ以下 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ 
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演色性：Ｒａ８０以上 

定格寿命：約４０，０００時間以上 

口金：Ｇ１３ 

O)電源別置型非常灯組込形蛍光灯器具 

Ｒ階の電源別置型非常灯組込形蛍光灯（笠付１灯用）の断面に似せた電源別置型 

ＬＥＤ非常灯を新たに取付け、蛍光灯器具は一般照明器具扱いでＬＥＤランプが 

使えるように改造する。 

P)ＦＤＬ１８Ｗブラケット（ＷＰ） 

  光庭に設置されている器具（１台は外れている）をＬＥＤ器具に交換する 

全光束：４１９ルーメン程度 

消費電力：４.５Ｗ程度 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ 

演色性：Ｒａ８０以上 

色温度：昼白色 

定格寿命：４０，０００時間以上 

調光：なし 

形状：３００ｍｍ ｘ１００ｍｍ ｘ１１５ｍｍ 程度 

Q)ＦＤＬ２７Ｗブラケット（ＷＰ） 

  バルコニーに設置されている器具をＬＥＤ器具に交換する 

全光束：２６０ルーメン程度 

消費電力：４.７Ｗ程度 

定格電圧：ＡＣ１００Ｖ 

演色性：Ｒａ８０以上 

色温度：昼白色 

定格寿命：４０，０００時間以上 

調光：なし 

形状：Φ２８０ｍｍ ｘ１１５ｍｍ 程度 

R)屋外フットライト（ＷＰ） 

   割れているガラス部分を撤去し、１９５ｍｍ ｘ１１５ｍｍ 程度 

（現状器具の寸法測定をすること）の錆びにくい材質の板を貼り付ける補修を 

器具２台分のみ実施 
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共通事項 

電源内蔵方式の器具であること。 

日本国内に本社を置くメーカーによる生産品であること。 

（１０）その他 

メーカー保証期間内の故障等については無償で交換を行うこと。 

 

２ 一般共通事項 

（１）施工条件 

請負者は、仕様書及び借用資料を基に現地確認し、施工計画書を提出して予め承諾

を得ること。 

（２）特別な材料の工法 

共通仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定された工法に 

よる。 

（３）製品・性能保証 

各製品はメーカーによる保証があるものとする。 

（４）定期点検 

① 請負者は、工事竣工引渡し後２年を経過した時期に定期検査を実施し、性能保証条

項に該当する故障箇所の有無を点検し、その報告書を救急救命九州研修所に提出す

ること。 

②  点検時に発見された施工上の欠陥あるいは使用材料の不良により生じた故障箇所

は、保証に基づき製品メーカーと修繕方法等を検討し、発注者へ報告の上、検査の日

から２ヶ月以内に無償で修理を完了すること。 

（５）工事費の精算 

① 各項目の数量は請負者において調査検討、確認の上、見積をすること。別添工事内

訳書は参考項目数量とし、貸与資料等と工事実数量が一致しない場合においても請

負金額の増減精算はしないものとする。 

② 現場での納まり、取合い等の関係で、材料や工法を多少変更したり、あるいはこ

れらによる多少の数量の増減等軽微な変更がある場合は、発注者の指示によって行

うこと。この場合においての請負金額は増減しないものとする。 

（６）現場代理人等 

請負者は本工事における現場代理人をおくものとし、電気工作物に係る工事におい

ては、電気工事士が工事を実施するとともに、電気保安技術者をおくものとする。 
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（７）施工計画書等 

各工事の施工計画書と使用材料リストを事前に提出すること。 

（８）官公署その他への手続き 

施工に必要な諸官公署その他への手続き及び折衝は遅滞無く行うこと。それに伴う

必要費用は請負業者の負担とする。 

また、工事にあたっては、工事現場に掲げる標識が必要な場合は、発注者と協議の

上、適切に設置すること。 

（９）工事用電力、水及びその他  

この工事に必要な工事用電力（仮設電力及び試運転調整用電力を含む。）、水及び諸 

手続などの費用は、全て請負者の負担とする。 

（10）危険防止 

① 工事実施に伴い危険、火災、風水害及び騒音等を防止するため、安全管理計画書を

作成し、予め発注者の承認を受けること。 

② 現場状況に応じて通行人及び現場従事者に対する安全・工事車両の管理識別等を

安全計画書に記述すること。 

③ 現場内の火気の使用は原則として禁止する。喫煙は指定された場所で行うこと。 

④ 施工後において、本工事に伴う漏電や出火の危険がないか、一定時間通電しての確

認を行うこと。 

（11）現状復旧の義務 

請負者は、その他の既設物等に損傷を与えた場合、発注者の立会いのもと、その指

示に従い請負者の負担において現状に復旧すること。 

（12）竣工検査 

① 工事の完了後、発注者の立会いの上、竣工検査を行う。手直し及び残工事がある

場合には発注者の指定した期日までにそれらの工事を完了し、再検査を受けること。 

② 施工前に、各室内の照度及び施工後の照度を記録し、一覧として提出すること。 

（13）解体材及び発生材等の処置 

①  工事で発生したゴミ及び廃材等は生活環境に配慮して収容し、全て場外へ搬出す

ること。 

② 解体材及び発生材のうち、特別管理産業廃棄物が発生した場合の処理は、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律等、関係法令及び各自治体並びに労働基準監督署等の指

導を遵守すること。なお、処理の確認のため産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し

を工事完了報告書に添付すること。 
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（14）アスベスト建材の撤去処分方法 

①  吹付石綿等飛散性アスベストが工事建物に存在し、撤去の必要がある場合は、発

注者に報告すること(別途協議事項とする)。 

②  非飛散性アスベストの撤去は、粉砕することによりアスベスト粉塵が飛散する恐

れがあるため、湿潤化の上、可能な限り破壊又は破断しない方法で除去する等飛散防

止の措置を講じた上で行うものとする。 

（15）環境への配慮 

① 工事に使用する材料は、できるだけ環境負荷を低減できるものを選定するよう努

めること。 

② 屋内で使用する材料の選定に当たっては、揮発性有機化合物の放散による健康へ

の影響に配慮すること。 

（16）材料の品質等 

使用する材料が仕様書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を発注

者に提出すること。 

（17）工事保険 

   請負者は、必要に応じて、対人、対物及び第三者賠償の工事保険に加入し、他に損害

を与えた場合は、その責任を負担すること。なお、工事保険の写しを着工前に発注者

に提出すること。 

（18）近隣対策 

騒音等を発する工事の実施に当たっては、近隣住民及び施設所有者との関係に十分

に配慮すること。 

（19）業務報告書 

業務報告書は、以下の内容で 2部提出すること。 

ア 工事完了届 

イ 保証書 

ウ 完成図 

エ 工事記録写真 


